
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
五
十
一
号

国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
法
施
行
令

内
閣
は
、
国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
道
建
設
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
公
表
事
項
）

第
一
条
　
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
線
の
基
本
計
画
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
建
設
線
の
区
間

二
　
建
設
線
の
主
た
る
経
過
地

三
　
標
準
車
線
数

四
　
設
計
速
度

五
　
道
路
等
と
の
主
た
る
連
結
地

六
　
建
設
主
体

（
公
表
事
項
の
変
更
）

第
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
変
更
が
あ
つ
た
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
表
の
方
法
）

第
三
条
　
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
申
出
の
手
続
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
意
見
の
要
旨
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
、
そ
の
申
し
出
よ
う
と
す
る
意
見
に
係
る
事
項
を
所
管
す
る
国
の
行
政

機
関
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
生
活
再
建
又
は
環
境
整
備
の
た
め
の
措
置
）

第
五
条
　
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
の
建
設
に
必
要
な
土
地
等
を
供
し
た
た
め
生
活
の
基
礎
を
失
う
者
は
、
そ
の
受
け
る
補
償
と
相
ま
つ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
生
活
再
建
又
は
環
境
整
備
の
た
め
の
措
置
で
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
の
実
施
を
政
府
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
職
業
の
紹
介
、
指
導
又
は
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
宅
地
、
開
発
し
て
農
地
と
す
る
こ
と
が
適
当
な
土
地
そ
の
他
の
土
地
の
取
得
に
関
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
補
償
と
し
て
替
地
を
求
め
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
場
合
に
限
る
。

三
　
住
宅
、
店
舗
そ
の
他
の
建
築
物
の
取
得
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
他
に
適
当
な
土
地
が
な
か
つ
た
た
め
環
境
が
著
し
く
不
良
な
土
地
に
住
居
を
移
し
た
場
合
に
お
け
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
に
申
し
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
供
し
た
土
地
等
の
存
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所

二
　
供
し
た
土
地
等
の
表
示

三
　
補
償
の
方
法
、
補
償
の
額
及
び
そ
の
内
訳
並
び
に
補
償
が
完
了
し
て
い
る
と
き
は
、
補
償
完
了
の
年
月
日

四
　
土
地
等
を
供
し
た
た
め
生
活
の
基
礎
を
失
う
理
由

五
　
実
施
を
要
望
す
る
措
置
の
内
容

六
　
前
項
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
を
要
望
す
る
と
き
は
、
同
項
第
二
号
た
だ
し
書
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
事
情

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
補
償
完
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
前
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
が
経
過
し
た
後
に
お
い
て
も
、
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
遅
滞
に
つ
い
て
容
認
す
べ
き
理

由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
書
面
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
申
出
に
係
る
事
項
が
そ
の
所
管
の
範
囲
に
属
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
書
面
を
、
意
見
を
附
し
て
、
当
該
事
項
を
所
管
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
送
付
を
受
け
た
国
の
行
政
機
関
の
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
所
管
す
る
事
項
に
係
る
措
置
の
実
施
を
申
し
出
た
者
に
対
し
て
、
申
出
に
係
る
措
置
が
そ
の
生
活
再
建
又
は

環
境
整
備
の
た
め
そ
の
受
け
る
補
償
と
相
ま
つ
て
実
施
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
令
及
び
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
事
情
の
許
す
限
り
、
そ
の
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
務
の
区
分
）

第
七
条
　
第
四
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
九
月
一
五
日
政
令
第
二
六
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
七
月
三
〇
日
政
令
第
二
七
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
一
七
日
政
令
第
三
七
二
号
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
日
政
令
第
二
〇
三
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
施
行
日
（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

2


